
見附市給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和８年３月１９日 

                    見附市長  稲 田  亮  

見附市条例第２０号 

見附市給水条例の一部を改正する条例 

見附市給水条例（平成１０年見附市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２７条の表中「１，１５０円」を「１，２７０円」に、「１２０円」を「１３５

円」に、「１０５円」を「１２０円」に、「９５円」を「１１０円」に、「９０円」

を「１０５円」に、「２，０７０円」を「２，３００円」に、「３，２２０円」を

「３，５８０円」に、「８，２８０円」を「９，２２０円」に、「１２，６５０円」

を「１４，０９０円」に、「２８，７５０円」を「３２，０２０円」に、 

「５１，７５０円」を「５７，６４０円」に、「１１５，０００円」を「１２８，１１０円

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年５月１日から施行し、改正後の見附市給水条例の規定は、

令和８年６月検針分の料金から適用する。 

 

 

 

 

 


